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　　（2）�納入期限内に特別な事情が発生し、学長が認め
た者

　　（3）�その他止むを得ない事情と学長が認めた者
（委託徴収金）
第11�条　学納金の納入時に委託徴収金として徴収する

ものは次に掲げるものとし、その額については別
表2に定める。

　　（1）後援会費
　　（2）同窓会費
　　（3）学会費
　２�　委託徴収金の納入期限については、第3条に定め

る期限とする。ただし、前項第2号については、同
窓会の意見を聴取のうえ、別に期限を指定すること
ができる。

　３�　第1項第1号及び第3号については、最低在学年
数を超過した期間においても、別表2に定める金額
を徴収する。

　４�　退学者並びに除籍者の既に納めた後援会費及び学
会費は、入会金を含め返還しない。

　５　休学者の委託徴収金は、徴収しない。
（科目等履修生及び聴講生の聴講料）
第12�条　科目等履修生及び聴講生の聴講料については、

愛知学院大学短期大学部科目等履修生規程及び愛
知学院大学短期大学部聴講生規程に定める。

（納入期限が金融機関の休業日である場合）
第13�条　納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、

金融機関の翌営業日を納入期限とする。

附　則　
この規程は、平成30年4月1日より施行する。

愛知学院大学短期大学部聴講生規程
（趣　旨）
第１�条　この規程は、愛知学院大学短期大学部学則（以

下、「学則」とする）第71条に基づき、聴講生の取
り扱いに関して必要な事項を定める。

（資　格）
第２�条　聴講生として許可される者は、教授会において

本学の教育に支障がないと認められた者とする。
（入学時期）
第３�条　聴講生の入学時期は、学期の始めとする。ただ

し、特別な事情がある場合はこの限りでない。
（聴講範囲）
第４�条　本学で履修できる授業科目は、学則第５条に定

める授業科目別表に定めるとおりとする（ただし実
習に関する科目を除く）。なお、履修する科目の範
囲については、教授会においてその都度決定する。

（出　願）
第５�条　聴講を志願する者は、第７条で規定する選考料

を添えて指定期日までに下記の書類を本学まで提出
しなければならない。

　　（1）聴講生入学願 ( 本学指定の様式１)�　１通
　　（2）�最終出身学校の卒業証明書または、卒業見込

み証明書　１通
　　（3）最終出身学校の学業成績証明書　１通
　　（4）履歴書 ( Ａ４サイズ・要写真 )　�1�通
　　（5）健康診断書�( 本学指定の様式２)�　1�通
　　（6）在職中のものは、その所属長の承諾書　１通
　　（7）�日本以外の国籍を有する者は、上記各号の他

に外国人登録証明書、日本語の学力証明書及
び在留資格票を各１通提出すること。

　　（8）その他本学が必要と認める書類
（選　考）
第６�条　聴講の可否は、書類審査及び面接を行い、短期

大学部教授会の議に基づき、学長がこれを決定する。
　２　聴講を許可した場合は、聴講生証を交付する。

（選考料）
第７条　聴講を志願する者の選考料は10,000円とする。
　２　但し、本学の卒業生に関しては無料とする。

（聴講生授業料）
第８�条　聴講生として科目の履修を許可された者は、指

定する期日までに聴講生授業料を所定の期日まで納
付しなければならない。

　　　　聴講生授業料（講義科目）

（別表1）
　在籍料� （単位：円）

金額 備考
在籍料 20,000 半期

（別表2）
　委託徴収金� （単位：円）

後援会費 学会費 同窓会費
入会金 会費 入会金 会費 入会金 会費
入学時�
一括

年間
半期

入学時�
一括

年間
半期

入学時�
一括

在学中
合計

歯科衛生
学科 10,000 8,000 1,000 1,000 ― 20,000

専攻科 ― 8,000 ※1,000 1,000 ― ※20,000
※印（歯科衛生学科出身者は、納入免除）

（別表3）
　実験実習料� （単位：円）

実験実習料

�歯科衛生学科
2年次 3年次

春学期一括 春学期一括
25,000 30,000


